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〔
著
　
書
〕

前
原
光
雄
先
生
御
業
績
一
覧

国
際
法
講
義
（
上
）

国
際
法
要
論
（
上
）

世
界
新
秩
序
建
設
の
た
め
に

戦
　
争
　
法

国
　
際
　
法
（
上
）

国
際
法
講
義
案
（
平
時
）

国
際
法
講
義
案
（
戦
時
）

捕
獲
法
の
研
究

昭
和
二
年

昭
和
一
五
年

昭
和
一
五
年

昭
和
一
八
年

昭
和
二
四
年

昭
和
二
六
年

昭
和
二
六
年

昭
和
四
二
年

立
興
社

厳
松
堂

慶
鷹
出
版
社

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

世
界
書
院

慶
鷹
通
信

慶
鷹
通
信

慶
鷹
通
信

〔
論
　
説
〕
（
解
説
、
書
評
を
含
む
）

公
船
の
概
念
に
つ
い
て

バ
ウ
ン
ド
の
法
律
と
道
徳
（
一
）

バ
ウ
ン
ド
の
法
律
と
道
徳
（
二
）

パ
ウ
ン
ド
の
法
律
と
道
徳
（
三
・
完
）

デ
ュ
ギ
イ
の
主
権
否
認
論
と
国
際
法
（
一
）

大
正
一
五
年

大
正
一
五
年

昭
和
二
年

昭
和
二
年

昭
和
二
年

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

第第第第第
六六六五五
巻巻巻巻巻
四二一四二
号号号号号
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デ
ュ
ギ
イ
の
主
権
否
認
論
と
国
際
法
（
二
）

デ
ュ
ギ
イ
の
主
権
否
認
論
と
国
際
法
（
三
・
完
）

国
際
平
和
思
想
発
達
の
史
的
概
観
（
一
）

国
際
平
和
思
想
発
達
の
史
的
概
観
（
二
）

国
際
平
和
思
想
発
達
の
史
的
概
観
（
三
・
完
）

海
洋
自
由
に
関
す
る
一
考
察

国
箕
一
竃
導
自
象
ω
。
三
Φ
言
巳
。
づ
仁
区
＜
9
惹
員
8
辟
お
認
（
紹
介
）

空
戦
法
規
序
論
（
一
）

空
戦
法
規
序
論
（
二
）

空
戦
法
規
序
論
（
三
・
完
）

グ
ロ
チ
ウ
ス
の
沿
岸
領
海
思
想

ザ
ー
ル
の
国
際
統
治
制
度
終
る
（
時
論
）

法
源
と
し
て
の
条
約

外
交
語
の
変
遷
と
そ
の
統
一
の
必
要

公
海
飛
行
場
に
就
い
て

軍
備
縮
少
と
平
和

海
峡
制
度
と
再
武
装
問
題

ア
ル
ヴ
ア
レ
ズ
「
現
代
国
際
法
の
基
本
綱
領
及
び
大
原
則
の
宣
言
」
（
書
評
）

ド
イ
ッ
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
廃
棄

兵
器
の
生
産
及
び
取
引
の
国
際
的
統
制

世
界
大
戦
前
の
ガ
ス
戦

ア
グ
レ
マ
ン
の
拒
否

昭
和
三
年

昭
和
三
年

昭
和
四
年

昭
和
四
年

昭
和
五
年

昭
和
五
年

昭
和
八
年

昭
和
八
年

昭
和
八
年

昭
和
九
年

昭
和
九
年

昭
和
一
〇
年

昭
和
一
〇
年

昭
和
一
〇
年

昭
和
一
〇
年

昭
和
二
年

昭
和
二
年

昭
和
一
二
年

昭
和
一
二
年

昭
和
一
二
年

昭
和
二
二
年

昭
和
一
四
年

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

国
際
知
識

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

法
学
研
究

外
交
時
報

外
交
時
報

外
交
時
報

外
交
時
報

法
学
研
究

外
交
時
報

外
交
時
報

外
交
時
報

外
交
時
報

第
七
巻
三
号

第
七
巻
四
号

第
八
巻
三
号

第
八
巻
四
号

第
九
巻
一
号

第
｝
○
巻
二
号

第
一
二
巻
一
号

第
一
二
巻
二
号

第
一
二
巻
三
号

第
二
二
巻
｝
号

第
一
三
巻
四
号

第
一
四
巻
一
号

第
一
四
巻
三
号

第
七
四
巻
五
号

第
七
六
巻
二
号

第
七
八
巻
一
号

第
七
八
巻
五
号

第
一
六
巻
二
号

第
八
一
巻
一
号

第
八
四
巻
四
号

第
八
五
巻
四
号

第
八
九
巻
六
号

149



法学研究65巻6号（’92：6）

米
国
と
通
商
航
海
条
約

征
服
の
概
念

戦
後
の
世
界
組
織

広
域
圏
と
モ
ン
・
ー
主
義

指
導
国
概
念
の
国
際
法
的
構
成

根
本
規
範
と
し
て
の
パ
ク
タ
・
ズ
ン
ト
・
セ
ル
ヴ
ァ
ソ
ダ
ー
条
約
法
と
の
関
係

マ
ニ
ラ
市
の
軍
政
施
行
と
ヴ
ァ
ル
ガ
ス
協
定
（
時
論
）

ジ
ャ
バ
島
の
軍
政

空
間
と
国
際
法

戦
後
の
平
和
機
構
（
報
告
）

敵
機
の
搭
乗
員
処
罰

占
領
地
の
軍
政

占
領
地
住
民
の
政
治
参
与

田
岡
良
一
著
「
戦
争
法
の
基
本
問
題
」
（
紹
介
）

原
田
公
使
侮
辱
事
件

国
際
平
和
と
安
全
の
確
保

横
田
喜
三
郎
編
著
「
連
合
国
の
目
本
管
理
」
（
紹
介
）

船
舶
の
敵
性
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
－
第
一
次
大
戦
の
判
例
を
中
心
と
し
て
1

仲
裁
裁
判
制
度
の
発
達
（
一
）

仲
裁
裁
判
制
度
の
発
達
（
二
・
完
）

ぎ
審
彗
暮
一
〇
暴
一
い
”
名
ぎ
臼
憩
帥
づ

昭
和
心
四
年

昭
和
一
五
年

昭
和
一
五
年

昭
和
一
六
年

昭
和
一
六
年

昭
和
一
六
年

昭
和
一
七
年

昭
和
一
七
年

昭
和
一
七
年

昭
和
一
七
年

昭
和
一
七
年

昭
和
一
八
年

昭
和
一
八
年

昭
和
一
九
年

昭
和
一
九
年

昭
和
二
一
年

昭
和
二
三
年

昭
和
二
三
年

昭
和
二
四
年

昭
和
二
四
年

昭
和
二
五
年

外
交
時
報

外
交
時
報

外
交
時
報

外
交
時
報

外
交
時
報

第
九
二
巻
一
号

第
九
五
巻
五
号

第
九
六
巻
五
号

第
九
八
巻
二
号

第
九
九
巻
三
号

国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
外
交
雑
誌

第
四
〇
巻
八
号

第
四
一
巻
三
号

第
四
一
巻
六
号

第
四
一
巻
一
〇
号

第
四
一
巻
一
〇
号

第
四
一
巻
一
二
号

第
四
二
巻
五
号

第
四
二
巻
一
一
号

第
四
三
巻
九
号

第
四
三
巻
一
〇
号

国
際
法
外
交
雑
誌
第
四
五
巻
七
・
八
号

国
際
法
外
交
雑
誌
　
第
四
七
巻
二
号

法
学
研
究
第
二
一
巻
四
号

法
学
研
究
　
第
二
二
巻
二
・
三
号

法
学
研
究
第
二
二
巻
五
号

融
冨
づ
の
。
一
。
β
8
図
①
≦
①
毛
（
寓
毛
即
且

b
o
一
三
。
。
・
）
＜
o
一
●
一
。
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安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
の
効
力

船
舶
の
性
質
決
定
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
（
一
）

船
舶
の
性
質
決
定
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
（
二
・
完
）

ヱ
ル
ソ
ス
ト
・
ザ
ウ
ア
！
著
「
国
際
法
原
理
」
（
書
評
）

ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度
（
資
料
）

交
戦
権
の
放
棄

「
平
和
条
約
」
の
最
終
条
項
、
紛
争
の
解
決
．
不
講
和
国
と
の
関
係

法
学
研
究
三
〇
年
の
回
顧
（
記
事
）

国
際
法
と
外
国
人
の
地
位

国
際
裁
判
に
お
け
る
紛
争
の
処
理

国
際
司
法
裁
判
所

H
・
C
・
ホ
ウ
キ
ン
ス
著
「
通
商
条
約
及
び
協
定
・
原
則
と
実
行
」

目
本
外
交
学
会
編
「
太
平
洋
戦
争
原
因
論
」
（
紹
介
）

中
立
国
の
義
務

国
際
連
合
と
国
際
平
和

田
岡
良
一
著
「
国
際
法
講
義
」
（
上
巻
）
書
評

（
紹
介
）

昭
和
二
六
年

昭
和
二
六
年

昭
和
二
六
年

昭
和
二
六
年

昭
和
二
七
年

昭
和
二
七
年

昭
和
二
七
年

昭
和
二
七
年

昭
和
二
八
年

昭
和
二
八
年

昭
和
二
八
年

昭
和
二
八
年

昭
和
二
八
年

昭
和
二
九
年

昭
和
二
九
年

昭
和
三
〇
年

国
際
法
外
交
雑
誌
　
第
五
〇
巻
一
号

法
学
研
究
第
二
四
巻
七
号

法
学
研
究
　
第
二
四
巻
八
号

法
学
研
究
第
二
四
巻
八
号

法
学
研
究
　
第
二
五
巻
九
号

国
際
法
外
交
雑
誌
　
第
五
↓
巻
二
号

国
際
法
学
会
編
「
平
和
条
約
の
綜
合
研

究
」
下
巻
所
収

法
学
研
究
　
第
二
五
巻
一
一
・
一
二
合

併
号

国
際
法
学
会
編

国
際
法
講
座
第
二
巻
所
収

国
際
法
学
会
編

国
際
法
講
座
第
二
巻
所
収

国
際
法
学
会
編

国
際
法
講
座
　
第
二
巻
所
収

法
学
研
究
　
第
二
六
巻
六
号

国
際
法
外
交
雑
誌
　
第
五
二
巻
五
号

国
際
法
学
会
編

国
際
法
講
座
　
第
三
巻
所
収

法
学
研
究
　
第
二
七
巻
一
号

国
際
法
外
交
雑
誌
　
第
五
四
巻
五
号
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捕
獲
審
検
例
研
究
会
編
「
日
本
海
上
捕
獲
審
検
例
集
」
（
紹
介
）

海
港
の
開
放
に
つ
い
て

最
近
に
お
け
る
国
際
法
関
係
，
国
際
会
議
の
成
果

陸
上
に
お
け
る
捕
獲

河
川
に
お
け
る
捕
獲

信
夫
淳
平
著
「
海
上
国
際
法
論
」
（
書
評
）

ω
器
帥
。
℃
二
ぎ
ぢ
一
①
の
o
圃
鼠
冨
冨
器
句
o
『
Φ
一
管
℃
o
一
一
畠
導
畠
胃
o
冨
画
菖
0
5
9
2
ぎ
一
Φ
胃

　
毛
①
薯
g
円
①
馨
の

日
米
安
全
保
障
条
約
の
改
訂

領
空
に
つ
い
て

南
極
の
国
際
制
度

捕
獲
権
行
使
の
主
体

条
約
の
適
用
区
域
と
期
限

原
爆
の
使
用
は
合
法
か

北
方
領
土
の
法
的
地
位

国
際
法
上
の
仲
裁
と
調
停

安
全
保
障
理
事
会
の
構
成

エ
ラ
ト
及
び
パ
レ
ン
タ
イ
ソ
号
事
件

昭
和
三
一
午

昭
和
三
二
年

昭
和
三
二
午

昭
和
三
三
年

昭
和
三
三
年

昭
和
三
三
年

昭
和
三
三
年

昭
和
三
四
午

昭
和
三
四
午

昭
和
三
五
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
九
年

国
際
法
外
交
雑
誌
　
第
五
五
巻
一
号

法
学
研
究
第
二
九
巻
一
・
二
・
三
合
併
号

法
律
時
報
　
第
二
八
巻
一
〇
号

慶
鷹
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集

法
律
篇
所
収

横
田
先
生
還
暦
祝
賀

「
現
代
国
際
法
の
課
題
」
所
収

国
際
法
外
交
雑
誌
　
第
五
七
巻
二
号

鼠
冨
冨
器
》
目
仁
巴
o
｛

一
昌
一
①
吋
昌
や
一
一
〇
5
”
一
　
い
”
≦
　
ノ
㍉
O
一
。
　
N

綜
合
法
学
　
第
二
巻
一
号

綜
合
法
学
　
第
二
巻
四
号

綜
合
法
学
　
第
三
巻
六
号

法
学
研
究
第
三
三
巻
一
二
号

安
保
体
制
の
研
究
（
上
）

三
色
旗
　
第
一
五
九
号

国
際
法
外
交
雑
誌

第
六
〇
巻
四
・
五
・
六
合
併
号

綜
合
法
学
　
第
六
巻
三
号

田
岡
良
一
先
生
還
暦
記
念

「
国
際
連
合
の
研
究
」
第
二
巻
所
収

法
学
研
究
　
第
三
七
巻
一
二
号

152



前原光雄先生追悼記事

図
Φ
＜
一
①
≦
。
h
U
①
。
邑
。
器
臼
昌
導
．
の
≦
費
詳
ぎ
o
写
富
O
o
珪
σ

　
目
げ
①
　
O
Q
”
⇒
一
”
　
明
ひ
　
O
騨
ψ
Φ

国
家
の
基
本
権

私
の
古
典

昭
和
三
九
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
〇
年

日
冨
㍉
昌
導
①
器
》
召
偉
巴
。
｛

H
暮
零
β
暮
一
〇
昌
巴
い
”
≦
’
＜
O
一
一
Qo

国
際
法
学
会
編
「
国
際
法
辞
典
」

三
田
評
論
　
二
月
号

〔
訳
　
書
〕

ロ
ス
コ
ー
・
パ
ウ
ン
ド
著

オ
ッ
ト
ー
・
フ
ラ
ン
ケ
著

「
法
律
と
道
徳
』

「
支
那
治
外
法
権
史
』

昭
和
三
年

昭
和
一
九
年

清
水
書
店

慶
感
出
版
社
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